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28 年 9 月 30 日

【PLAN（計画）】

～

無

【DO（実施）】

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。
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中心商店街テナントミックス事業
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　中心商店街の空き店舗への出店者に対して、１年間（上限：月額5万円）、家賃の１／２の額を補助する。
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＜様式１＞

【CHECK（評価）】

※事業類型が１～３に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入しておりません。

【ACTION（改善・改革】

意
見
等

内
容

※１次評価は事業担当課長等、２次評価は２次評価委員会によって行われます。

２
次
評
価

担当者意見のとおり

【必要性】

高い やや高い

対象外

【コスト】

【負担割合】 見直しの余地なし

削減の余地なし

事業が抱える問題・課題等

有
効
性

事業の進捗状況
昨年度の評価から、どのような取組
をしましたか（昨年度の【ACTION】
の改善・改革の進捗等）

　テナントミックス事業は、これまで２１店舗に補助し、その内の１３店舗が継続して営業されている。
　この事業により新規出店し、営業を継続している店舗も多く、中心商店街の空き店舗対策として効果が
あるため、テナントミックス事業費補助金交付要綱を見直し、平成２９年度末まで延長した。

妥
当
性 【市の関与】 高い

やや低い

やや高い やや低い

内容
今後の方向性のもとで、どのような
取組をするか（課題や問題点等に
対する取組など）

　本事業は、中心商店街の空き店舗対策として商店街の活性化や魅力向上に効果があるため、引き続
き補助事業を行う。

効果
事業の改善・改革によって期待され
る効果は何か

　中心商店街におけるテナント出店率を上げ、商店街の賑わいづくりを図ることができる。

効
率
性

今後の方向性

見直しの余地あり 該当なし

　１０万円超の家賃のテナントがあることから、家賃の１／２（月額５万円限度）は妥当である。

削減の余地あり 該当なし

１
次
評
価

今後の方向性

終期設定

現状維持

終期設定

今後の方向性

やや高い

　これまでに補助を行った２１店舗のうち１３店舗が営業を継続しているため、本事業の成果は高い。

【施策貢献度】

【事業成果】

やや低い

　中心商店街の活性化事業として、空き店舗の減少に有効である。

やや低い

　中央商店街ににぎわいを取り戻し、活性化を図るためにも空き店舗対策事業として、テナントミックス事業を行うことは必要であ
る。

低い

該当なし

テナントミックス事業については、平成３０年度以降の延長等について今後どのようにするか検討を要す
る。

高い やや高い 低い

低い

高い 該当なし

　多くの都市機能が整備されている中心市街地を活性化させ有効活用していくことは、大村市として重要なことである。

該当なし

低い 該当なし
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